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接続供給約款の特例承認について 

 
 

  平成15年度エネルギー税制の改正に伴い，平成15年10月１日から電源開発
促進税が引下げられます。 
  このため，当社は，接続供給約款の送電サービス料金について，この税率変
更に応じた引下げを速やかに実施するため，９月18日，電気事業法第24条の４
第２項のただし書にもとづく特例承認申請を行い，９月24日付けで経済産業大
臣の承認を受けました。 
  承認された内容は，以下のとおりです。 

１．送電サービス料金の電力量料金の引下げ 

（１）標準送電サービス料金 

 
（２）時間帯別送電サービス料金 

２．実施期間 

    平成15年10月１日から現行の接続供給約款を変更するまでの間。 

変更後 現行 現行との差

１キロワット時につき １円３０銭 １円３２銭 ▲２銭

変更後 現行 現行との差

１キロワット時につき
昼間時間 １円４８銭 １円５０銭 ▲２銭

夜間時間 １円０４銭 １円０６銭 ▲２銭

以上
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１． 平成15年度エネルギー税制の改正について（電源開発促進税・石油税の
見直し）

  （1） 電源開発促進税の税率を段階的に引き下げる。

  （2） 石油税については，ＬＰＧ，ＬＮＧに係る税率を引き上げるとともに，新た
に石炭に課税する（名称を「石油税」から「石油石炭税」に変更する）。

（銭/kWh）

現行 H15年10月～ H17年4月～ H19年4月～

電促税 ４４．５ ４２．５ (▲2.0) ４０．０ (▲4.5) ３７．５ (▲7.0)

(円/t，円/kl)

石炭 
（新規）

－ ２３０ (230) ４６０ (460) ７００ (700)

ＬＰＧ ６７０ ８００ (130) ９４０ (270) １，０８０ (410)

ＬＮＧ ７２０ ８４０ (120) ９６０ (240) １，０８０ (360)

石油 ２，０４０ ２，０４０ (－) ２，０４０ (－) ２，０４０ (－)
注（  ）内は現行との差 
 

 

２． 特例承認制度について

  ○ 接続供給約款により難い特別の事情がある場合に経済産業大臣の承認
を受けた場合は，既に届出を行っている接続供給約款以外の供給条件
により接続供給を行うことができる例外的措置。 
 
（電気事業法 第24条の４） 

第２項 「一般電気事業者は，前項の規定による届出をした接続供給約
款以外の供給条件により接続供給を行ってはならない。ただし，
接続供給約款により難い特別の事情がある場合において，経済
産業大臣が承認したときは，この限りではない。」

３． 送電サービス料金について

  ○ 特定規模電気事業者が当社のネットワークを介して自由化部門のお客さ
まに小売供給を行う際のネットワーク利用料金(託送料金)。

  ○ 送電サービス料金には標準送電サービス料金と時間帯別送電サービス
料金(注)の２つのメニューを設定しており，いずれかの料金を選択してい
ただく。 
 
(注)時間帯別送電サービス料金における昼間時間，夜間時間とは，それぞれ次のとお
り。 
        ・昼間時間：日曜・祝日等を除く毎日午前８時から午後10時までの時間 
        ・夜間時間：昼間時間以外の時間
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